
議 案 第 ３ ２ 号  

 

亀 山 市 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

亀 山 市 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 



亀 山 市 条 例 第   号  

 

   亀 山 市 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

亀 山 市 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ８ ３

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ９ 条 中 「 別 表 」 を 「 別 表 第 １ 」 に 改 め る 。  

第 １ ６ 条 を 第 １ ７ 条 と し 、 第 １ ０ 条 か ら 第 １ ５ 条 ま で を １ 条 ず つ

繰 り 下 げ 、 第 ９ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 浴 場 の 使 用 料 等 ）  

第 １ ０ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 ２ に 定 め る 料 金 に よ り

回 数 券 及 び パ ス ポ ー ト 券 を 販 売 し て 浴 場 の 使 用 料 を 徴 収 す る こ と

が で き る 。 た だ し 、 パ ス ポ ー ト 券 の 交 付 に つ い て は 、 市 内 に 住 所

を 有 す る 者 に 限 る 。  

２  回 数 券 を 利 用 す る 場 合 は 、 １ 枚 に つ き １ 回 に 限 り 、 浴 場 を 使 用

で き る も の と す る 。  

３  パ ス ポ ー ト 券 は 、 発 行 の 日 か ら 有 効 期 限 ま で に 限 り 、 浴 場 を 使

用 で き る も の と す る 。  

４  パ ス ポ ー ト 券 の 利 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

別 表 の ３ を 次 の よ う に 改 め る 。  

「  

区 分  単 位  使 用 料  

１ ２ 歳 未 満  １ 人 １ 回 に つ き  １ ０ ０ 円  

一 般  １ 人 １ 回 に つ き  ３ ０ ０ 円  

６ ５ 歳 以 上  １ 人 １ 回 に つ き  ２ ０ ０ 円  

                            」

別 表 を 別 表 第 １ と し 、 同 表 の 次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 ２ （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

回 数 券 及 び パ ス ポ ー ト 券 の 料 金  

区 分  料 金  



１ ２ 歳 未 満  

回 数 券 （ １ １ 枚 つ づ り ）  １ ， ０ ０ ０ 円  

３ 月 間 パ ス ポ ー ト 券  ２ ， ０ ０ ０ 円  

６ 月 間 パ ス ポ ー ト 券  ４ ， ０ ０ ０ 円  

一 般  

回 数 券 （ １ １ 枚 つ づ り ）  ３ ， ０ ０ ０ 円  

３ 月 間 パ ス ポ ー ト 券  ６ ， ０ ０ ０ 円  

６ 月 間 パ ス ポ ー ト 券  １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

６ ５ 歳 以 上  

回 数 券 （ １ １ 枚 つ づ り ）  ２ ， ０ ０ ０ 円  

３ 月 間 パ ス ポ ー ト 券  ４ ， ０ ０ ０ 円  

６ 月 間 パ ス ポ ー ト 券  ８ ， ０ ０ ０ 円  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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